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ユスティニアヌス軍財務官とビザンツ艦隊

小　林　　　功

はじめに

7世紀中盤以降、ビザンツ帝国は地中海においてもアラブと激しく戦った。654 年に起きたと思わ
れるリュキア沖海戦（いわゆる「マストの戦い」）や、ビザンツ艦隊が装備していたといわれる「ギリ
シアの火」などは、比較的よく知られている。ビザンツ帝国に、7世紀後半以降に艦隊が存在してい
たことは、疑問の余地がない 1）。
しかしながらそれ以前、7世紀前半までの状況は不分明である。後述するように、7世紀前半以前
でも艦隊と思われる存在は資料から確認ができる。しかしながらそれ以前の艦隊の状況については、
以下でみるように議論がある。
7世紀前半以前の艦隊の状況を考える上でしばしば言及されるのが、「ユスティニアヌス軍財務官

管区 Quaestura Justinianus Exercitus」（以下、QE）である。QEは 536 年にユスティニアヌス 1世
（在位 527-565 年）が発布した新法 41 によって新設された組織である。旧稿でも触れたように、QEは
管轄する属州が地中海側（キプロス、カリア、諸島）とバルカン半島側（第 2モエシア、スキティア）と
いう、相互に大きく離れた地域にわかれている（地図参照）ことなど、きわめて特異な特徴を持って
いた 2）。
何ゆえ QEがこのような特異な管轄区域を持つのか、長官であるユスティニアヌス軍財務官

Quaestor Justinianus Exercitusの権限とあわせて、これまでも関心が寄せられてきた。その中で
大きな影響を持ったのは、ジョーンズの研究である。彼は QEの特異な管轄区域は、当時疲弊して
いたドナウ流域の2属州を支えるため、比較的富裕な地中海側の属州と組み合わされたと考えた。そ
してドナウ流域に展開していた軍団に対する補給を重要な任務としていたと論じた。また QEは以
前からあったオリエンス道管区 Praefectura Praetorio Orientis（以下、PPO）の一部を分割するかた
ちで設置されているが、ジョーンズは QEもまた PPOと同様、事実上の道管区として設置されたと
考えている 3）。
行政管区としての QEに関するジョーンズの分析は基本的には現在まで踏襲されており、QEが

PPOなどと同様、複数の属州を統括する行政管区であること、また第 2モエシアとスキティアとい
う、北方からの脅威を受けるドナウ下流域の属州に展開する軍隊の補給の責任を負っていたことは、
研究者の間ではほぼコンセンサスになっている。
一方 QEは、7世紀後半以降資料で言及されるビザンツ艦隊（カラビシアノイ）や、8世紀以降の海
のテマ、キビュライオタイとの関連性や連続性などについても関心が寄せられてきた。この点との
関連で今日にいたるまで議論が分かれているのが、ユスティニアヌス軍財務官が管轄地域における
軍隊の指揮権を保持していたのか否か、という点である 4）。
ユスティニアヌス軍財務官の軍事権限については、ディールやスタンらによる初期の研究では、ユ

スティニアヌス軍財務官が管轄区域内における軍事指揮権を持っていたと論じられている 5）。一方
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で 20 世紀中盤のアルヴェレールやアントニアディス＝ビビクーらは、7世紀後半以降のビザンツ帝
国の艦隊と QEとの関連性・連続性を顧慮していない 6）。ジョーンズもまた、ユスティニアヌス軍
財務官が軍、特に艦隊の指揮権を保持していたかについては言及していない。
ユスティニアヌス軍財務官が軍事権限を持っていたとする見解は、20 世紀後半にはサデツキ＝カ
ルドシュ 7）が主張し、21 世紀に入ってからでもクルタ 8）やブランデスによって主張された。ブラン
デスは新法 148（566 年）にある “τοῦ ἐνδοξοτάτου Ἰουστινιανοῦ ἐπάρχου τῶν ἐπὶ Μυσίας καὶ Σκυθίας 

στρατιωτικῶν καταλόγων” や、新法 163（575 年）にある “τῶν ἐπὶ Σκυθίας τε καὶ Μυσίας στρατιωτικῶν 

ταγμάτων” といった文言を根拠として、ユスティニアヌス軍財務官が軍隊に対する指揮権を有してい
たと論じている 9）。
一方、近年はユスティニアヌス軍財務官は完全な行政官職であり、軍事権限を持っていなかった、
とする見解も有力である。トルバトフは Quaestorという語が一般には「軍指揮官」を含意しないこ
とを指摘した上で、QEはドナウ流域の軍団に対する補給の任務を持っていたが軍事権限は持ってい
なかったと論じており 10）、いわば（ヴィエヴィオロフスキーが述べるように 11））ジョーンズの議論を受
け継ぎ、行政官職としての性格を強調した議論をおこなっている。同様の考え方はイヴァノフ 12）や

地図　ユスティニアヌス軍財務官管区に属する属州（灰色）
A. H. M. Jones, The Later Roman Empire 284-602, Oxford, 1964, Map VI を筆者が一部修正
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ザッカーマン、中谷功治氏 13）らによっても継承されている。
このような考え方に対して反論をおこなっているのがヴィエヴィオロフスキーである。彼は上述
した新法 148 や新法 163 の文言に加え、ユスティニアヌス 1世が発布した新法 41 に関連する同時代
の証言を再検討するなどして、QEが管轄区域内の守備隊に対する指揮権を持っていたと論じてい
る 14）。一方サランティスはより慎重な態度を取り、ユスティニアヌス軍財務官がドナウ下流域の守
備隊や艦隊と少なくとも協力していたことを認めた上で、ユスティニアヌス軍財務官が軍事権限を
持っていた可能性もあると考えている 15）。

QEをめぐる議論においてもう一点無視できないのが、既に名前を挙げているクルタの考察であ
る。クルタは考古学資料をも積極的に活用しつつ、古代末期～ビザンツ期のバルカン半島の状況に
ついて、精力的に分析をおこなっている研究者である。クルタは、古代末期に軍隊への補給物資（ア
ンノナ・ミリタリス）を輸送する際に広く利用された、LR1 と LR2 というタイプのアンフォラが、QE

のバルカン側領域に相当するドナウ流域地域では 6世紀末のティベリウス 2世（在位 578-582 年）の
時代を最後として、出土が途絶えるという事実を重視する。LR1・LR2 は東地中海域では少なくと
も 7世紀前半まで出土が続いていることをあわせて想起すると、ドナウ流域における LR1・LR2 の
出土の途絶は、ティベリウス 2世期以降、ドナウ流域の軍に対して地中海域からのアンノナ・ミリ
タリスがもたらされていなかった可能性を示唆する。こうしたことや印章資料の分析などからクル
タは、ティベリウス 2世期に QEが廃止されたと主張する 16）。
クルタのこのような見解に対してはグクツィウコスタスが、クルタが 2002 年の論考では利用しな
かった印章資料をも踏まえて、ユスティニアヌス軍財務官あるいは QEに所属する官僚が 6世紀後
半～ 7世紀にも存在した可能性を指摘している 17）。
このような、QEをめぐるこれまでの議論において、注目すべきなのは以下の 3点である。

①上述したように、QEが道と同様の行政管区としての意味を持ち、その長官であるユスティニア
ヌス軍財務官が高位の行政職であること、また QEがドナウ流域に展開する軍の補給を重要な任
務としていたことについては、異論はほぼない。
② QEがいつまで存在したのかについては、なお議論が必要である。
③ユスティニアヌス軍財務官が軍事権限を持っていたのか否かについては、現在でも議論が二分
されている状態である。

これらのうち、①に関しては現時点でこれ以上の議論をおこなう必要はないだろう。問題となる
のは②と③であり、特に本稿で問題とするビザンツ艦隊との関連では③が重要である。なぜならば
QEの管轄領域を結ぶ連絡手段は海上交通が中心になることに加え、ドナウ流域の軍への補給でもド
ナウ川の水運が活用されたこと、そしてドナウ川北岸から侵入してくる外敵に対応するため、ドナ
ウ川には艦隊が配置されていたからである 18）。印章や貨幣の発掘状況を見ても、黒海沿岸部とドナ
ウ沿岸部からの出土数が比較的多いことは、ドナウ川（および黒海）に艦隊が存在していたことを強
く示唆する 19）。したがって、ユスティニアヌス軍財務官が軍事権限を持っていたのであれば、ドナ
ウ艦隊もユスティニアヌス軍財務官の指揮下に入っていたことになる 20）。
また②の論点も無視できない。なぜならクルタが主張しているように QEがティベリウス 2世期

に廃止されているのであれば、「7世紀前半までのビザンツ艦隊と、7世紀後半以降のビザンツ艦隊
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（カラビシアノイ、キビュライオタイ）との間に連続性が認められるのか」という議論において、QEが
直接関連しなくなるからである。また QEが管轄領域内の艦隊に対する指揮権を保持していたとし
ても、QEが廃止された 6世紀末以降はどのような指揮系統に再編されたのか、顧慮する必要が生じ
ることになる。
本稿では②、③の 2点を意識しつつ、6世紀から 7世紀前半までのビザンツ艦隊（特に、QEの管轄

領域内に展開していた艦隊）の状況について、検討をおこなっていく。その際、考慮に入れなければな
らないことがある。それは、同時代の QE以外のビザンツ帝国の行政・軍事制度との関係性である。
はじめに述べたように QEはユスティニアヌス 1世によって 536 年に、事実上 PPOを分割するかた
ちで設置された。また同じ時期、ユスティニアヌス 1世は QE以外でもさまざまな行政組織・軍事
組織の改編をおこなっていた。また 6世紀後半から 7世紀前半は、PPOを含む帝国の行政制度が大
きく変化していく時代である。PPOの長官であるオリエンス道長官も 7世紀中盤以降は重要性を失
い 21）、サケラリオスやゲニコス・ロゴテテースなどにとって代わられていく 22）。軍事制度について
も、既に述べているように QEはカラビシアノイ、そしてテマとの連続性という観点からの議論が
おこなわれた。だが近年、ザッカーマンやハルドンらの研究の結果、テマの成立に関する理解は大
きく変容しており、テマの成立は 8世紀中盤～ 9世紀初頭であることが共通理解となりつつある 23）。
したがって QEはもちろん、8世紀中盤には姿を消したカラビシアノイについても、テマとの連続
性・関係性を論じるのはもはやあまり大きな意味を持たない。
したがって、QEの設置やその機能・展開については、ユスティニアヌス 1世期及びそれ以降にお
こなわれた一連の行政・軍事制度の展開に関する研究動向に充分に留意しつつ、おこなう必要があ
る。従来の研究では、こうした点についてはあまり留意がされておらず、それが QEや艦隊につい
ての理解を妨げていた傾向があるのは否めないからである。
資料が少ないため、本稿での分析も不十分な素描にとどまらざるを得ないが、6世紀から 7世紀に
おけるビザンツ艦隊の変化の一端を示すことを目標としたい。

1　6世紀のビザンツ艦隊とユスティニアヌス軍財務官管区

本章では 6世紀の状況について概観と分析をおこなうが、まず前提として述べておかねばならない
のは、7世紀初頭まで黒海・中東部地中海域において、ローマ～ビザンツ帝国が基本的にその海域の
ほぼ全体を支配しており、重大な脅威・ライバルが存在していなかった、ということである。したがっ
て大規模な艦隊を設置し、維持する必要性は乏しかった。海賊などへの対処を別にすると、古代末期
に艦隊が必要となるような脅威が存在しえた地域は中部地中海方面と、ドナウ川流域のみであった。
中部地中海域では、5～ 6世紀にはイタリア半島・北アフリカのゲルマン系諸王国が潜在的な脅威
となっていた。特にヴァンダル王国に対しては、460 年代に艦隊を派遣したが敗北を喫している 24）。
ユスティニアヌス 1世時代の西方の再征服活動においても、ヴァンダル王国や東ゴート王国との戦
いで艦隊は投入されている 25）。だが対ヴァンダル戦では海上では大きな戦いは起きなかった 26）し、
対東ゴート戦争においても戦いの中心は陸上であった。
一方バルカン半島では 6世紀、ドナウ北岸からバルカン半島内部への侵入を試みるアンテス人や
フン人、アヴァール人や 27）、スラヴ人 28）などの脅威が継続していた。そのため帝国の防衛ラインと
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してドナウ川の持つ意味は大きく、ドナウ川流域には数多くの城塞があった 29）。そしてドナウ川防
衛のための艦隊も必要であった 30）。
はじめに述べたように、QEは 536 年にユスティニアヌス 1世によって設置された。そしてその管
轄領域には第 2モエシアとスキティアという、ドナウ川およびその河口部に接する 2属州が含まれ
ている。第 2モエシアよりドナウ川上流部に位置するダキア・リペンシスや第 1モエシアはイリリ
クム道に所属する属州であり、QEの管轄下には入っていない。

QEが複数の属州を統括する「小規模な道管区」であることは、先述したように疑問の余地がな
い。問題となるのはQEが軍に対する指揮権を持っていたかである。この点については、「はじめに」
でも示唆したように QEの状況のみを見ていたのではわからない。ゆえに以下、ユスティニアヌス
1世時代の行政・軍事機構の状況をも念頭に置きつつ、分析をおこなっていく。
最初にユスティニアヌス 1世時代の軍の構成について概観をおこなう。後期ローマ帝国において
軍が機動野戦軍であるコミタテンセスと、辺境防衛軍であるリミタネイに区分されていたことはよ
く知られている。コミタテンセスのうち、ササン朝ペルシアと対峙する帝国東部には東部方面軍、バ
ルカン半島西部にはイリリクム方面軍が展開していた。バルカン半島東部はトラキア方面軍の管轄
である。またおそらくは中央軍（プラエゼンタレス I&II）も展開していた 31）。また、これらとは別に
ドゥクスが指揮するリミタネイの部隊が各地に駐屯していた 32）。
ユスティニアヌス 1世時代においても、このような状況は基本的には変化がない。だがいくつか
の無視できない変化が起きている。第一に、東方で新たにアルメニア方面軍が設置された 33）。第二
に、西方領域の回復に伴って、北アフリカとイタリアで新たな軍の設置がおこなわれた 34）。そして
第三に、PPO管轄下の諸領域において一連の改革がおこなわれた。例えばトラキア管区では、535
年 5 月にトラキアのプラエトル（Praetor Justinianus in Thracia）が新たに導入された。それまでトラ
キア管区では 6世紀初頭にアナスタシウス 1世（在位 491-518 年）の命で建設された「長城」の防衛
や管理のために 2人のヴィカリウス（Vicarius）が任命されており、1人が軍の指揮、そしてもう 1
人が行政を担当していた。これに対してユスティニアヌス1世が導入したトラキアのプラエトルは、
2人のヴィカリウスの権限を統合してトラキア管区における 35）行政権と軍指揮権を 1人のプラエト
ルに付与するものであった 36）。
文武の官職の分離という、後期ローマ帝国の軍事・行政システムの原則から逸脱するかたちでト
ラキアのプラエトルが設置されているが、トラキアのプラエトルは唯一の例外ではない。むしろユ
スティニアヌス 1世は 535 年から 536 年にかけて、以下に示すように同様の権限を持つ官職をあら
たに多数、小アジアにも設置している。

官職名 設置年 典拠
ピシディアのプラエトル（Praetor Justinianus in Pisidia） 535 年 新法 24
フリギア・パカティアナのコメス（Comes Justinianus Pacatianae Phrygiae） 535 年 新法 24
第 1 ガラティアのコメス（Comes Justinianus primae Galatiae） 535 年 新法 24
リュカオニアのプラエトル（Praetor Justinianus Lycaoniae） 535 年 新法 25
トラキアのプラエトル（Praetor Justinianus in Thracia） 535 年 新法 26
イサウリアのコメス（Comes Isauriae） 535 年 新法 27
ヘレノポントスのモデラトル（Moderator Justinianus Helenoponti） 535 年 新法 28
パフラゴニアのプラエトル（Praetor Justinianus Paphragoniae） 535 年 新法 29
カッパドキアのプロコンスル（Proconsul Justinianus Cappadociae） 536 年 新法 30
第 3 アルメニアのコメス（Comes Justinianus tertiae Armeniae） 536 年 新法 31
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またエジプトでも、一部の属州で文武の権限が 1人の Dux et Augustalisに統合されている 37）。
こうした官職に委ねられた軍は、各地に駐屯しているリミタネイであった。コミタテンセスにつ
いては同様の例は看取できないが、北アフリカではアフリカ道長官のソロモンらがアフリカ方面軍
を率いている事例がある 38）。パーネルはソロモンらの事例はあくまでも例外的であると考えてい
る 39）。確かに道長官がコミタテンセスをも率いる事例自体は例外的であるとは言えるが、1人の人
間が文武両権を統括するという施策自体が例外的であったとは言いがたい。むしろササン朝ペルシ
アと対峙しているシリア地域以外では、ユスティニアヌス 1世は各地の行政官に一定の軍事権限を
付与する方向性を持っていたと考えるべきだろう 40）。
このような状況を踏まえた上で、QEの性格について分析をおこないたい。最初に考えなければな
らないのは、“Quaestor” という官職名である。上述したようにトルバトフや中谷氏は、“Quaestor”
という語が軍事権限を含意しないという点を強調する。しかしながらユスティニアヌス 1世が小ア
ジアやトラキアに設置した官職の名前をも踏まえると、この指摘はあまり適切ではない。例えば
Praetorという官職名に関してユスティニアヌス 1世は、それぞれの官職を設置する際に発布された
新法において、それが古代ローマの伝統を踏まえた命名であることを強調している 41）。ユスティニ
アヌス 1世が特に治世前半において、古代ローマ帝国の後継者であることを強く意識していたこと
はよく知られている 42）。“Quaestor” という命名も、そのような観点から評価する必要がある。また
トルバトフらが、官職名のうち “Quaestor” を強調する一方で、“Exercitus（軍）” という部分につい
ては無視していることも不可解である。
次に考えなければならないのは、“Justinianus” という名称である。ユスティニアヌス 1世がトラ
キアと小アジアに導入した官職については上述した通りであるが、これらのうち、イサウリアのコ
メス以外はすべて官職名に “Justinianus” が含まれていることが注目される。つまり既に 19 世紀に
ビュアリが指摘しているように、“Justinianus” という皇帝の名前を与えられた官職は、みな文武双
方の権限を持っているのである 43）。したがって、同様に “Justinianus” という皇帝の名前を与えら
れているユスティニアヌス軍財務官のみ軍事権限を持っていなかったと考えるのは、あまりにも不
自然であろう。
以上要するに、QEと同時期のユスティニアヌス 1世の施策をも踏まえると、QEは行政権限だけ

でなく、軍事権限をも持っていたことが強く示唆される。ユスティニアヌス 1世はトラキアや小ア
ジアで、属州や管区の行政官に一定の軍事権限を持たせる組織改編をおこなっていた。QEもかかる
改編の一環として設置されたと考えるのが適切である 44）。
ただし QEの設置後の第 2モエシアやスキティアの状況が比較的安定しており、大きな軍事行動
がしばらくおこなわれなかったこと 45）も考慮に入れる必要がある。平穏な状況下では QEの任務は
当然、行政に関する業務が中心となる。また、QEの指揮下にあった軍事力が強大なものだったとは
考えにくいことにも留意が必要である。先述したように 6世紀には東地中海・黒海海域において重
大な脅威は存在していなかった。したがってドナウ艦隊も、さほど大規模なものが必要だったわけ
ではない。ザッカーマンが既に指摘しているように、資料で「ドロモン」とされる艦船も、さほど
大きな船ではなかった 46）。残存する資料において、裁判や軍への補給といった行政に関連する業務
のほうが目だつのも、このような状況では当然だった。
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2　6 世紀末以降の状況

（1）6世紀末以降のユスティニアヌス軍財務官管区
ユスティニアヌス 1世によって 535-36 年に導入された一連の新たな官職は、540 年代以降廃止さ
れるものも多かった。例えばトラキアのプラエトルは廃止され、トラキアのヴィカリウス 47）に取っ
て代わられた。ただしトラキアのヴィカリウス 48）やポンティカのヴィカリウス 49）のように、540 年
代に新設された官職でも文武両権を統括しているものがある。一方で QEはユスティニアヌス 1世
期には特に大きな変更は受けていないようであり、はじめに述べた新法 148、新法 163 からもわかる
ように、少なくともティベリウス 2世期までは確実に存続していた 50）。
だがティベリウス 2世期以降については、はじめに述べたようにクルタがアンフォラの出土状況
などを根拠として、ティベリウス 2世期に QEが廃止されたと主張している。
しかしクルタの主張には疑問が残る。クルタは LR1・LR2 の出土状況を踏まえて、ティベリウス
2世期に地中海側の属州からのアンノナ・ミリタリスの輸送が停止したと想定し、この点に基づいて
ティベリウス 2世期、つまり 580 年前後に QEが廃止されたとしている。これは非常に重要な指摘
であり、この時期にバルカン半島北部への軍の補給方法に何らかの大きな変化があった可能性は高
い。だが、580 年代にアンノナ・ミリタリスが停止したとしても、それを QEの廃止とイコールと見
なすのは危険である。なぜなら、そのような想定は 6世紀末以降のバルカン半島北部の状況を十分
に顧慮しているとは言いがたいからである。
6世紀後半からアヴァール人の脅威が大きくなり、スラヴ人の南下もはじまっていたこと、そして
それに対してビザンツ帝国もドナウ国境の防衛に努めていたこと 51）はよく知られている。その過程
の中で、QE管轄下の第 2モエシアとスキティアは非常に大きな影響を受けた。580 年代には第 2モ
エシアとスキティアはアヴァール人の攻撃をうけ、ビザンツ帝国の支配も大きく動揺した 52）。一方
でマウリキオス（在位 582-602 年）期の後半、590 年代以降はビザンツ側が大規模な反撃に転じ、ドナ
ウ国境をほぼ回復している 53）。そして 7世紀に入ってからも、近年では他ならぬクルタらの研究な
どに基づいて、620 年頃にビザンツ軍が撤退するまで、ドナウ国境が維持されたことが明らかになっ
ている 54）。このような状況を踏まえると、580 年代に第 2モエシアとスキティアへのアンノナ・ミ
リタリスの輸送が途絶するのは、ある意味当然のことである。一方で 590 年代以降に関しては、バ
ルカン半島北部の軍へどのようにして必要な物資を補給していたのか、という点が、クルタの主張
からは充分な説明ができない。先述したようにドナウ国境の防衛ラインは（580 年代を別として）620
年頃まで維持されていた。したがって彼らに対して、何らかの手段で補給が必要である。クルタは
（敵からの略奪を含む）「自給自足」を強調している 55）が、あまり現実的な回答とはなっていない。特
に 590 年代はドナウ国境部で大規模な軍事行動がおこなわれた時期であり、むしろそれ以前よりも
軍への組織的な補給が不可欠になったはずである。つまりアンフォラの出土状況は、580 年代に QE

管轄下のバルカン半島北部の 2属州でアヴァールやスラヴ人が活発な軍事行動をおこなっていたこ
と、そしてそれ以降にバルカン半島北部の軍に対する補給方法に何らかの改変が加えられたことは
明らかにしているが、それ以上のことを示すものではなく、したがって QEが 580 年代以降存続し
たか否かを直接示す資料とはなりえない。
では、QEが 580 年代以降存続したか否かを示す資料はあるのか。年代記や法律などからそれを知
ることはできないが、印章資料がきわめて興味深い情報を提供している。すなわちグクツィウコス
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タスが示しているように、6世紀末～ 7世紀においても QEの下僚と思われる官職に就いている人物
の印章がいくつか発見されている 56）。そして特に注目すべきなのが、ヨハネス＝プラギオテスとい
う人物の、同じ型から作られた印章（おそらく 7世紀前半 57））が、キプロス島とバルカン半島のプレ
スラフから発見されていることである 58）。これは、7世紀前半においてもキプロス島とバルカン半
島北部との結びつきが残存していたことを強く示唆する。またグクツィウコスタスは、ユスティニ
アヌス軍財務官のことと思われるプラエフェクトゥス・インスラルム（Praefectus Insularum）59）の
テオドロスの印章（7世紀の第 4四半期～ 8世紀初頭 60））の存在を根拠として、QEが少なくとも 7世
紀中盤まで存続したと主張している 61）。
このように印章資料から見る限り、行政管区としての QEが 6世紀末以降も存続していたことを

疑問視することは困難である。ただしこのことは、ユスティニアヌス軍財務官が直接ドナウ国境地
域で軍を率いていたことを必ずしも意味しない。シュミットが指摘するように、ユスティニアヌス
1世期以降、コミタテンセスの指揮官がリミタネイをも含めて軍の指揮をとることが繰り返されるよ
うになった 62）。ドナウ国境地域でも、トラキア方面軍長官などがリミタネイをも含めて軍の指揮を
とる、あるいはとろうとしていたことが資料から看取できる。興味深いのは、アセモス市の守備隊
をめぐる、おそらくトラキア方面軍長官だったペトロス（マウリキオス帝の兄弟）63）の行動である。テ
オフュラクトス＝シモカッテスの記述によると、ペトロスはアセモス市の守備隊が優秀なことを知
ると、それを自らの配下に加えようとした。だがアセモス市民と守備隊は、ユスティヌス 2世（在位
565-578 年）から得た法令を根拠としてこれを拒否した。ペトロスはなおも守備隊を配下に加えよう
としたが、激しい抵抗に遭って成功しなかった 64）。アセモス市の事例ではリミタネイは野戦軍長官
の配下に入らなかったが、リミタネイがコミタテンセスとともに軍事行動をおこなうことがかなり
一般化していたことも、強く示唆される。また同時期にドナウ流域で軍事行動をおこなっていたプ
リスコス 65）はシンギドゥヌム市の救援に向かう際、ドロモンを利用している 66）。これは、ドナウ艦
隊がコミタテンセスとともに軍事遠征に参加していることを示す 67）。
このような事例から明らかなのは、理論上は QEの管轄下にあるドナウ艦隊などのドナウ国境地
域の軍も、何らかの軍事遠征がおこなわれる場合には野戦軍長官の配下に入ることがあったという
ことである。6世紀末のマウリキオス帝時代はカルタゴとラヴェンナにエクサルコスが導入され、帝
国の境域部における文武の統合策がさらに進展した時期である。だが北アフリカやイタリア以上に
困難な状況にあったドナウ国境においては、理論上はユスティニアヌス軍財務官の指揮下にある軍
も、トラキア方面軍長官などの指揮下で軍事行動に参加することが増えていた。ユスティニアヌス
軍財務官はエクサルコスと同等の権能を持つことはなかったのである。
以上要するに、ユスティニアヌス 1世以降にも QEは存続した。そしてアヴァールの攻撃を受け

てドナウ国境地域が大きな被害を受けた 580 年代に軍への補給などについて何らかの改変がおこな
われた可能性は否定できないものの、基本的には 7世紀にいたるまで QEが存続していた。だがド
ナウ国境地域では QE管轄下の軍や艦隊も、トラキア方面軍長官などが指揮するコミタテンセスと
ともに軍事行動をとることが増大していった。

（2）7世紀前半の艦隊
マウリキオス帝失脚の原因となった軍団の反乱の原因がドナウ川北岸での越冬 68）であったこと
や、ドナウ流域において 7世紀初頭まで貨幣や印章が出土する 69）ことなどを踏まえると、ドナウ艦



ユスティニアヌス軍財務官とビザンツ艦隊

46

689

隊が 7 世紀、フォーカス（在位 602-610 年）期以降も存続していたことは確実である。またその他に
も、7世紀前半における艦隊の活動がいくつかの資料から看取される。例えば 610 年にヘラクレイオ
スがフォーカス帝を倒すためにコンスタンティノープルに進撃した時、ヘラクレイオスは「防備を
施した船隊（πλοῖα καστελλωμένα）」70）を率いていた。ただしその船隊にはアフリカとマウレタニアか
らの多数の軍勢が乗っており、コンスタンティノープルの攻略に向けて大軍を送り込むことが主目
的だったようにも感じられる。
ヘラクレイオス（在位 610-641 年）が皇帝となると、ビザンツ領へのササン朝ペルシアの侵攻が顕

著になり、619 年までにシリア・パレスティナとエジプトがペルシア支配下に入った。そしてこの時
期になると、ササン朝ペルシアは地中海への進出を企てるようになる 71）。例えば 640 年頃にシリア
で書かれた年代記には、以下のような記述がある。

ペルシア軍がロードス島を攻撃してその地の将軍を捕らえた。また捕虜をこの島からペルシア
に連行した。72）

またアルメニアで 660 年代初頭に書かれたと思われるセベオスの歴史書には、以下のような記述
がある。

皇帝（ヘラクレイオス帝）は自ら船に乗って海上に乗りだし、彼ら（ペルシア軍）と以下のように
交渉した。「あなた方は何を望み、そしてなぜこの場所に来たのか？あなた方は乾燥した大地と
同じように海で戦えると本当に考えているのか？」
（中略）

ペルシア皇帝は皇帝からの贈り物は受け取ったものの、使者を送り返そうとはしなかった。彼
は軍勢に、船で海を渡ってビュザンティオン（コンスタンティノープル）に向かうように命じた。
船を準備して、ビュザンティオンとの海戦の準備に取りかかった。それを妨げるためにビュザ
ンティオンから艦隊が出撃し、海戦がおこなわれてペルシア軍は敗北し、撤退した。ペルシア
軍は 4,000 の兵と艦船を失い、同様の作戦を試みようとはしなくなった。73）

これらの資料からわかるように、ササン朝ペルシアの艦隊が地中海やコンスタンティノープル付
近まで進出している。したがって地中海方面においてビザンツ艦隊が活動していなかった、あるい
は活動が非常に停滞していたことがわかる。一方で、海戦においてビザンツ艦隊が勝利を収め、し
かもその後ペルシアの海上進出の試みがおこなわれなくなることから、ペルシア艦隊の規模や装備
も強力なものではなく、陸上での作戦の補助の域を出ていなかったことも示唆される。
また、626 年にアヴァール人がコンスタンティノープルを攻撃した際には、アヴァール人配下のス
ラヴ人が艦隊 74）をつくっているが、ビザンツ艦隊がどのような対応をとったのかは明確ではない 75）。
だがいずれにせよ、620 年代にビザンツ艦隊がコンスタンティノープル近海で活動をおこなっていた
ことは疑えない。先述したように 620 年頃にドナウ国境は放棄され、トラキア方面軍も小アジアに
移動してきた 76）。同様にドナウ艦隊もドナウ川流域から撤退してきて、コンスタンティノープル近
海で活動していたと考えるのが自然だろう。アヴァール人やスラヴ人への対応というのは、ドナウ
艦隊の本来の任務でもある。
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以上要するに 620 年代、ビザンツ帝国はコンスタンティノープル近海や地中海で、スラヴ人やサ
サン朝ペルシアの挑戦を受けることになったが、ビザンツ艦隊はコンスタンティノープル近海で彼
らを迎撃した。またササン朝ペルシアの艦隊にせよスラヴ人の艦隊にせよ、十分な装備を持ってい
たようには思えない上、彼らの脅威は一時的なものに終わった。したがってビザンツ帝国は、この
時期以降に艦隊を増強する必要性はなかった。つまり 7世紀前半まで、ビザンツの艦隊はそれ以前
と同様の、小規模なものにとどまっていたと思われる。
ササン朝ペルシアやアヴァール人の脅威にビザンツ帝国は打ち勝つことができたが、その直後の
630 年代から、アラブの急速な拡大が開始される。630 年代から 640 年代にかけて、ビザンツ帝国が
対アラブ戦に艦船を利用している事例がいくつか看取できる。641年にはエジプト救援を目的とした
艦隊がロードス島（QEの管轄区域内）に集結している 77）し、旧稿で指摘したようにシリア・パレス
ティナ沿岸部の諸都市に対して、海上からの補給・支援をもおこなっている 78）。だが当初、アラブ
は地中海に進出してこなかったため、ビザンツ帝国はやはり艦隊を増強する必要はなかった。つま
り 7世紀前半までの段階では、ビザンツ艦隊はそれ以前と大きく変わらない状況にあったと思われ
る。

3　新たな段階へ

640 年代末以降、地中海をめぐる状況は大きく変化していく。なぜならばアラブが艦隊を創設して
地中海に進出してくるからである。当時シリア総督だったムアーウィヤ（後にカリフ）の指揮下、ア
ラブは艦隊を建造した。そして 649 年にキプロス島を攻撃した 79）のを嚆矢として、東地中海で急速
に活動を活発にさせていった。ビザンツ艦隊も、セベオスによると 649 年頃 80）に一度はアラブ艦隊
に対して勝利を収める 81）ものの、654 年にはコンスタンティノープル攻撃に艦隊が参加する 82）とと
もに、いわゆる「マストの戦い」（リュキア沖海戦）で皇帝コンスタンス 2世（在位 641-668/69 年）自
身が率いるビザンツ艦隊を撃破した 83）。
ザッカーマンによると、「マストの戦い」の帰趨には、アラブ艦隊とビザンツ艦隊の装備差が大き
く影響しており、ビザンツ側は海戦における技能の点でもアラブに劣っていたという 84）。確かに 7
世紀前半までの、強力な脅威が存在しない状況を前提として置かれている艦隊の規模や装備では、ビ
ザンツ帝国の滅亡・コンスタンティノープルの攻略を目標としていたアラブ艦隊に対抗することは
不可能だったろう。ザッカーマンはコンスタンス 2世治世、さらにいうなら 654 年以降、ビザンツ
艦隊の急速な整備・増強が進展し、それまでの艦隊とは質・量ともに顕著な違いを見せるようになっ
たと論じている 85）が、妥当な主張である。別稿でも論じたように、コンスタンス 2世は 663 年にシ
チリア島に移動した後、シチリア島を拠点とする艦隊を創設している 86）が、このような方策も艦隊
強化策の一環である。
したがって 7世紀中盤以降、ビザンツ艦隊はそれまでのものとは質的にも規模の面でも、大きく
異なるものへと変化していったということができる。その点で、7世紀中盤～後半に大きな画期を見
るアルヴェレールやザッカーマンらの見解は理解できるものである。
しかしながらビザンツ艦隊は、7世紀中盤以降にまったくの無から構築されたわけではない。これ
まで述べてきたように、654 年の「マストの戦い」以前にもビザンツ帝国には艦隊が存在していた 87）。
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649 年に新たに出現したアラブ艦隊に対して、ビザンツ艦隊が迎撃をおこなっていることは、それ以
前からビザンツ艦隊が存在していたことを明らかに示している 88）。だが強化が進むアラブ艦隊に対
して、ビザンツ艦隊は対応できなくなっていく。それが明らかになったのが「マストの戦い」をは
じめとする 654 年の戦いであった 89）。654 年の経験を契機として、ビザンツ帝国でもアラブに対抗
するための艦隊の拡充・増強が開始された。だがそれは、ゼロからのスタートではなかった。7世紀
前半以前とそれ以降のビザンツ艦隊は、規模や装備の点では大きな差があるものの、組織としての
連続性を否定することはできない。
7世紀前半の小アジアの陸上兵力について論じたシュミットの議論は、このような観点からも示唆

に富む。シュミットによるとユスティニアヌス 1世期以降、各地で長期的な戦争状態が継続した結
果、本来の管轄領域を越えて軍が動員されることが多くなった。また先述したようにコミタテンセ
スとリミタネイの枠組みを超えて、コミタテンセスの指揮官が軍の指揮をおこなうことも増えた 90）。
そして 7世紀初頭のササン朝ペルシアとの戦いできわめて大きなダメージを受けた結果、陸上兵力
は事実上東方の軍（東部方面軍長官の指揮下）のみが残された。ササン朝ペルシアから奪回したシリ
ア・パレスティナ地域でも、実際に展開していたのはドゥクス配下の軍だけとなっていた 91）。だが
その後テマ（の原型となる軍）が成立していく過程において、その組織的な基盤となったのはかつて
のコミタテンセスの部局であったと、シュミットは論じている 92）。
シュミットの議論は、対ペルシア戦争によるコミタテンセスの打撃を過大に評価している 93）傾向
もあり、行き過ぎの感は否めない。しかしながら、形骸化・弱体化しつつも一部残存していた旧来
の組織が新たな組織の母体となった、という視点は重要である。このような変遷は、中央軍の組織
を（少なくとも一部）継承して成立したと思われる 94）、オプシキオンに当てはまる。QEに関しても、
同様のプロセスを想定することができるだろう。つまり QEの管轄下にあったドナウ艦隊の組織を
継承し、それを拡充・増強することによって、7世紀後半以降の（東地中海域の）ビザンツ艦隊へと
発展していった。7世紀には陸上においても海上においてもほぼ同様のプロセスを経て、アラブに対
抗するための軍事システムが構築されていったのである 95）。

おわりに

本稿での分析を簡単に総括しておきたい。
536 年にユスティニアヌス 1世によって新設されたユスティニアヌス軍財務官は、バルカン半島北
部と地中海側の属州を管轄下とする管区（QE）の長官として置かれた。QEは PPOの一部を分割し
て設置されており、PPOと同様に複数の属州を統括する行政管区としての意味を持っていた。そし
てそれとともに、同時期に新設された “Justinianus” を名称に含む他の官職と同じく、ユスティニア
ヌス軍財務官は管轄区域内に展開する軍（リミタネイ）に対しての指揮権をも持っていた。
6世紀後半以降もQEは存続していく。だが6世紀後半にバルカン半島でアヴァール人などの活動
が活発になると、QEの管轄区域内に展開する軍がトラキア方面軍長官などの指揮下に入って軍事行
動を取ることも増えていった。そして 620 年頃にビザンツ帝国がドナウ国境を放棄すると、それま
で主にドナウ川で防衛の任にあった艦隊も撤退して、コンスタンティノープル近郊などでペルシア
やスラヴ人の艦隊と対峙した。そして 7世紀中盤以降、アラブが地中海に進出してきたのに対抗す
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るため、旧来からある艦隊を母体としつつ、ビザンツ帝国も艦隊の拡充を進めていった。
これまでの QEについての分析は、QEの権限や任務ばかりに目が向いていた傾向が否めない。だ

が 6～ 7世紀はビザンツ帝国の行政システムや軍事システムが非常に大きく変化していった時期で
ある。これまでの研究では QEのみに着目する傾向が強かったため、（筆者も含め）ビザンツ帝国の
変化の中に QEを位置づけるという視点が欠落してしまっていたと言わざるを得ない。また艦隊に
ついても、7世紀における連続／断絶という問題に拘泥していた感は否めない。
7世紀中盤以降のビザンツ帝国は、さまざまな点でそれ以前の国家とは異なる制度や性格を持つよ

うになっていた。したがってこの時期を、大きな画期と見るのは自然な流れである。だがそれと同
時に、7世紀中盤以降のビザンツ帝国はそれ以前とまったく異なった国家となったわけではない。大
きな画期であることを認識・強調するのと同様、前代からの連続性をも意識する必要がある。そし
てまた反対に、連続性を過度に強調することも危険である。QEや艦隊をめぐる議論は、7世紀（お
よびその前後の時期）のビザンツ帝国や地中海世界の変化を考えていく上で陥りやすい陥穽を、我々
に示してくれているともいえるだろう。
（本稿は、科学研究費補助金（基盤研究（C）17K03050）による成果の一部である）
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